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令和４年５月１２日 

 



 

 

承認第１号

承認第２号 

議案第１号 

 

議案第２号 

議案第３号 

議案第４号 

議案第５号 

議案第６号 

議案第７号 

議案第８号 

議案第９号 

議案第10号 

議案第11号 

議案第12号 

専決処分の承認を求めることについて 

専決処分の承認を求めることについて 

士幌町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正

する条例案 

士幌町町税条例等の一部を改正する条例案 

士幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例案 

士幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案 

士幌町介護保険条例の一部を改正する条例案 

令和４年度士幌町一般会計補正予算（第１号） 

令和４年度士幌町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

令和４年度士幌町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

令和４年度士幌町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号） 

令和４年度士幌町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

令和４年度士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

令和４年度士幌町国民健康保険病院事業会計補正予算（第１号） 

 

 

  上記の議案を別紙のとおり提出する。 

 

   令和４年５月１２日 

 

  士幌町議会議長 秋間 紘一 様 

                           士幌町長 髙木 康弘 
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議案第１号 

 

士幌町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

案 

 

士幌町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

士幌町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例（令和４年条例第４号）の

一部を次のように改正する。 

 

附則第２条に次の１項を加える。 

２ 令和３年12月に職員の給与に関する条例（昭和31年条例第20号）の規定に基づき

期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「222.5分

の15」とあるのは、「127.5分の15」とする。 

 

 附則に次の１条を加える。 

第３条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説 明 

 令和３年12月に一般職の職員として期末手当を支給された者が特別職の職員となっ

たため、すでに支給を受けた期末手当の率の引き下げについて、本条例において適用

させるため、条例を改正するものである。 
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議案第２号 

 

   士幌町町税条例等の一部を改正する条例案 

 

   士幌町町税条例等の一部を改正する条例 

 （士幌町町税条例の一部改正） 

第１条 士幌町町税条例（昭和43年条例第15号）の一部を次のように改正する。 

 

第18条の４第１項中「交付」の次に「（法第382条の４に規定する当該証明書に

住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の」を加える。 

 

第33条第４項を次のように改める。 

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第36条の３第１項に規定する確定申告書

に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載

があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。 

 

第33条第６項を次のように改める。 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第36条の３第１項に規定する確定申告書

に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定め

る事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額につ

いては、適用しない。 

 

第34条の９第１項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金額申告

書」を「確定申告書」に改め、同条第２項中「申告書に係る年度分の個人の道民

税」を「確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道民税」に改

める。 

 

第36条の２第１項ただし書中「所得税法第２条第１項第33号の４に規定する源泉

控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が900万円以下で

あるものに限る。）の法第314条の２第１項第10号の２に規定する自己と生計を一

にする配偶者（前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。）で控除対象

配偶者に該当しないもの」に改め、同条第２項中「第２条第４項ただし書」を「第

２条第３項ただし書」に改める。 
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第36条の３第２項中「附記された」を「付記された」に改め、同条第３項中「附

記し」を「付記し」に改める。 

 

第36条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、

同条第１項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を

加える。 

（２） 所得割の納税義務者（合計所得金額が1,000万円以下であるものに限

る。)の自己と生計を一にする配偶者（法第313条第３項に規定する青色事業専

従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第４項

に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が133万円以下で

あるものに限る。次条第１項において同じ。）の氏名 

 

第36条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、

同条第１項中「あって、」の次に「特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金

額が900万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当

等（第53条の２に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。）に係る

所得を有する者であって、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。）をい

う。第２号において同じ。）又は」を、「控除対象扶養親族」の次に「であって退

職手当等に係る所得を有しない者」を加え、同項中第３号を第４号とし、第２号を

第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

（２） 特定配偶者の氏名 

 

第48条第９項中「第321条の８第60項」を「第321条の８第62項」に、「同条第60

項」を「同条第62項」に改め、同条第15項中「第321条の８第69項」を「第321条の

８第71項」に改める。 

 

第53条の７中「施行規則第５号の８様式」の次に「又は施行規則第２条第３項た

だし書の規定により総務大臣が定めた様式」を加える。 

 

第73条の２第１項中「固定資産課税台帳」の次に「（同条第１項ただし書の規定

による措置を講じたものを含む。）」を加え、「閲覧の手数料」を「閲覧（法第

382条の４に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲

覧を含む。）の手数料」に改める。 
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第73条の３第１項中「事項の証明書」の次に「（同条ただし書の規定による措置

を講じたものを含む。）」を、「交付」の次に「（法第382条の４に規定する当該

証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の」を加える。 

 

附則第７条の３の２第１項中「令和15年度」を「令和20年度」に、「令和３年」

を「令和７年」に改める。 

 

附則第10条の２第３項中「附則第15条第27項第１号イ」を「附則第15条第26項第

１号イ」に改め、同条第４項中「附則第15条第27項第１号ロ」を「附則第15条第26

項第１号ロ」に改め、同条第５項中「附則第15条第27項第１号ハ」を「附則第15条

第26項第１号ハ」に改め、同条第６項中「附則第15条第27項第１号ニ」を「附則第

15条第26項第１号ニ」に改め、同条第７項中「附則第15条第27項第２号イ」を「附

則第15条第26項第２号イ」に改め、同条第８項中「附則第15条第27項第２号ロ」を

「附則第15条第26項第２号ロ」に改め、同条第９項中「附則第15条第27項第２号

ハ」を「附則第15条第26項第２号ハ」に改め、同条第10項中「附則第15条第27項第

３号イ」を「附則第15条第26項第３号イ」に改め、同条第11項中「附則第15条第27

項第３号ロ」を「附則第15条第26項第３号ロ」に改め、同条第12項中「附則第15条

第27項第３号ハ」を「附則第15条第26項第３号ハ」に改め、同条第13項中「附則第

15条第34項」を「附則第15条第33項」に改め、同条第14項中「附則第15条第35項」

を「附則第15条第34項」に改める。 

 

附則第10条の３第７項中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等住宅」

に、「熱損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に、「熱損失防

止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改め、同条第９項中「特定熱損失防止

改修住宅又は」を「特定熱損失防止改修等住宅又は」に、「特定熱損失防止改修住

宅専有部分」を「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」に、「熱損失防止改修工

事」を「熱損失防止改修工事等」に改める。 

 

附則第12条第１項中「100分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度分の固

定資産税にあっては、100分の2.5）」を加える。 

 

附則第16条の３第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場株式

等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。）に係る
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配当所得に係る部分は、町民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について

特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第１項の規定の適用を受けた

場合に限り適用する。 

 

附則第17条の２第３項中「、第37条の８又は第37条の９」を「又は第37条の８」

に改める。 

 

附則第20条の２第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第

36条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする

旨の記載があるときに限り、適用する。 

 

附則第20条の３第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第

36条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする

旨の記載があるときに限り、適用する。 

 

附則第20条の３第６項中「年の翌年の４月１日の属する年度分の」を「年分の所

得税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告書にこの項」に

改め、「（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない

理由があると町長が認めるときを含む。）」を削る。 

 

附則第25条を削る。 

 

（士幌町町税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 士幌町町税条例等の一部を改正する条例（令和３年条例第22号）の一部を次

のように改正する。 

 

第１条のうち士幌町町税条例第36条の３の３第１項の改正規定中「控除対象扶養

親族を除く」を「年齢16歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢16歳未満の者

又は」を加え、「有しない者を除く」を「有する者」に改める。 

 

附則第２条第３項中「の規定中個人の町民税に関する部分」を「第24条第２項及

び第36条の３の３第１項並びに附則第５条第１項の規定」に改める。 
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附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行す

る。ただし、第１号に掲げる規定による改正後の士幌町町税条例の規定は、令和４

年４月１日から適用する。 

（１） 次号から第４号に掲げる規定以外の規定 公布の日 

（２） 第１条中士幌町町税条例第36条の３の２の見出し及び同条第１項並びに第

36条の３の３の見出し及び同条第１項の改正規定並びに同条例附則第７条の３の

２第１項及び第17条の２第３項の改正規定並びに同条例附則第25条を削る改正規

定並びに附則第３条第１項及び第２項の規定 令和５年１月１日 

（３） 第１条中士幌町町税条例第33条第４項及び第６項、第34条の９第１項及び

第２項、第36条の２第１項ただし書及び第２項、第36条の３第２項及び第３項並

びに第53条の７の改正規定並びに同条例附則第16条の３第２項、第20条の２第４

項並びに第20条の３第４項及び第６項の改正規定並びに附則第３条第３項の規定 

令和６年１月１日 

（４） 第１条中士幌町町税条例第18条の４第１項の改正規定、同条例第73条の２

第１項の改正規定（「固定資産課税台帳」の次に「（同条第１項ただし書の規定

による措置を講じたものを含む。）」を加える部分を除く。）及び同条例第73条

の３第１項の改正規定（「事項の証明書」の次に「（同条ただし書の規定による

措置を講じたものを含む。）」を加える部分を除く。）並びに次条並びに附則第

４条第３項及び第４項の規定 民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第24

号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日 

（納税証明書に関する経過措置） 

第２条 前条第４号に掲げる規定による改正後の士幌町町税条例第18条の４第１項

（地方税法（昭和25年法律第226号）第382条の４に係る部分に限る。）の規定は、

同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第20条の10の規定による証明書の交

付について適用する。 

（町民税に関する経過措置） 

第３条 第１条の規定による改正後の士幌町町税条例（以下「新条例」という。）第

36条の３の２第１項の規定は、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日（以下こ

の項及び次項において「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべき第36条の

３の２第１項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項に規定する申告

書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき第１条の規定による改正前の
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士幌町町税条例（次項において「旧条例」という。）第36条の３の２第１項に規定

する給与について提出した同項及び同条第２項に規定する申告書については、なお

従前の例による。 

２ 新条例第36条の３の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべき所得

税法（昭和40年法律第33号）第203条の６第１項に規定する公的年金等（同法第203

条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」とい

う。）について提出する新条例第36条の３の３第１項に規定する申告書について適

用し、１号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第36条

の３の３第１項に規定する申告書については、なお従前の例による。 

３ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の士幌町町税条例の規定中個人の町

民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、令

和５年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

令和４年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和３年度分までの固定資

産税については、なお従前の例による。 

２ 令和２年４月１日から令和４年３月31日までの間に取得された地方税法等の一部

を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正前の地方税法附則

第15条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお

従前の例による。 

３ 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の士幌町町税条例第73条の２第１項

（地方税法第382条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる規定の施行

の日以後にされる同法第382条の２の規定による固定資産課税台帳（同条第１項た

だし書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧について適用する。 

４ 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の士幌町町税条例第73条の３第１項

（地方税法第382条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる規定の施行

の日以後にされる同法第382条の３の規定による証明書（同条ただし書の規定によ

る措置を講じたものを含む。）の交付について適用する。 

 

 

 

 

説 明 

 地方税法等の改正に関し規定するため、条例を改正するものである。 
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議案第３号 

 

士幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例案 

 

士幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

士幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例(平成２年条例第３号)の一部を次のよう

に改正する。 

 

第２条第１項中「15歳」を「18歳」に改める。 

 

第３条中「、かつ本町の区域内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81

号)による住民票に記録されている乳幼児等若しくは国民健康保険法第116条の２の規

定により本町が行う国民健康保険の被保険者とされた乳幼児等とする」を「、かつ、

本町の区域内に住所を有する保護者の乳幼児等とする」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年８月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の士幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行日

（以下「施行日」という。）以後の医療費から適用し、施行日前の医療費について

は、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説 明 

 助成対象の範囲を18歳まで拡大するため、条例を改正するものである。 
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議案第４号 

 

   士幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案 

 

   士幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 士幌町国民健康保険税条例（昭和43年条例第16号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第２項ただし書中「63万円」を「65万円」に改め、同条第３項ただし書中「19

万円」を「20万円」に改める。 

 

第23条第１項中「63万円」を「65万円」に、「19万円」を「20万円」に改める。 

 

附則第２項中「同条中」を「同項中」に改める。 

 

附則第14項中「令和３年度分」を「令和４年度分」に、「令和４年３月31日」を「令

和５年３月31日」に改める。 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第２条第２項及び第３項、第23条第１

項並びに附則第14項の規定は、令和４年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説 明 

 地方税法の改正及び新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免の期間

を延長するため、条例を改正するものである。 
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議案第５号 

 

士幌町介護保険条例の一部を改正する条例案 

 

士幌町介護保険条例の一部を改正する条例 

士幌町介護保険条例（平成12年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 

附則第７条第１項中「令和４年３月31日」を「令和５年３月31日」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第７条第１項の規定は、令和４年

４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説 明 

 新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免の期間を延長するため、条例を

改正するものである。 
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